
USHA Japan 第 11回理事会議事録 
日時：2019年 12月 21 日(土)17：00～19:00  

場所：南八幡会館（JR 六甲道駅南に徒歩 3分）2階  

出席者：小野、Taranidh、井上、富永、滝井(記録) （敬称略） 

 

挨拶、経過報告  
小野会長より、この１年間は役員も変わり繁忙な年であったが、来年度は規約改正等も含めしっかり USHA Japan として

活動を行い、個々の役割をしっかり把握する 1年としたい。 

 

報告 
１. 役員と業務分掌の確認について 

〇前の業務分掌文書で欠落していた“イベントボランティア活動”をプロジェクトチームとして新たに追加。リーダーはカイラ

ス氏。 

 

２. プロジェクトチームからの活動報告 

外部協賛助成 
〇三木東ライオンズクラブイベント参加（1月半ば） 

助成金のためプレゼンテーションの依頼。小野先生、富永理事が出席し、ハナミズキ（Dog wood ネパール支部）/USHA 

Japanのネパールでの活動（ディープスリー協力）について報告実施予定。 

 

情報・広報  
〇Facebookの活用及び会報について 

Dogwoodが Facebookにて積極的に情報開示を行っている。今後は USHA Japan も今後使用を検討。 

また現在、会の活動状況が一般会員に伝わりづらい状況。HP だけではなく 4 半期ごとの会報など定期的な情報提供が

必要。→情報・広報チームにて今後検討。 

〇HPの掲示言語 

日本語/Englishのページを作成しネパールの方にも確認可能なように変更する。 

 

教育・啓蒙  
〇学会セミナーでのアンケートをもとに国際保健学会で発表予定。 

 

３ ネパールにおける特定技能試験の状況 
〇ネパールで実施。特定技能試験第一回 0名 第二回 若干名の合格者あり。来年度、女性 1名事務手続きが終了

後、Dogwoodを通じて来日予定。 

〇今後ネパールの状況についてネパール支部よりを定期的に共有実施してほしい。 

Q. 特定技能試験でネパール-韓国間は政府で実施。ネパール-日本間は正式に行われているのか。 

A. 日本は政府を通じず民間企業を通して今後実施を考えている様子。正式な通知は不明。ネパールの政府 HPには現

段階で開示なし。 

C. アナウンスメントや特定技能試験の状況が分かれば、随時 HPにも情報開示を行う。 

 

審議 
１. 規約改定 

〇変更点の確認。指摘部分の変更 

・第一章第 2条 住所変更：今後付録として記載検討 

・第一章第 8条 退会会員資格喪失：1年間→3年間以上会費滞納に延長 

・第三章 役員及び理事会→役員及び会議に変更 

・第 14条 解任全員の決議→出席者の 3分の 2に変更 

・第 15条 総会・理事会追加：総会と理事会を改めて規定 

→次回会議までに細かに訂正を行い、報告検討実施。総会での承認をもって変更実施。 

 

〇活動目標表記について 

“Dog wood と協力して活動を行う”記載について、特定の団体名は NGO団体として問題ではないのか。 

→実際の活動支援としては協働しなければならないが、明文化の場合は字句修正が必要。規約改定と共に次回会議で

検討 



〇規約改定 翻訳 

Taranidh副会長にて作成。規約改定と共に総会決定後 HPにも掲載。 

 

その他 
〇2月 12日 ライ先生お嬢さんのご結婚： 小野先生,井村事務長が参加予定。 
〇Dog wood/ハナミズキ/USHA Japanに対する具体的支援としては、金銭面での生活支援でなくサービス面（日本語

のトレーニングやネパールコミュニティサポート等）が主なサポート部分となるだろう。次回 1名来日予定なので、実際のフ

ローを確認し今後のサポート方法を検討する。 

〇総会の予定（4月以降）： 次回会議にて日程検討。 

〇NRNA(関西)との交流 

元旦の NRNA会へ小野会長、富永理事、プル氏にて出席予定。日本の他の NGO も出席予定で情報収集を行う。 

〇USHA JAPAN専用名刺の作成： 井上氏により作成検討。 

〇USHA Japan新年会（非会員含む） 

  監事は Tara副会長で事務局と調整して新年早々に DMで案内する。 

 

次回定例会議 1月 25 日（土）17:00～18:30 

※USHA Japan新年会（非会員含む）18:30～より開催予定 


